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今後の茨城県地方協議会における方針について（案）【協議事項】

① 令和４年度に実施したアンケート調査およびヒアリング調査で確認された課題・取組事例を踏まえ
て、荷主ならびに運送事業者に対して効果的な働きかけ（リーフレットの配布等）を行う。

○アンケート調査結果の提供
・アンケート調査の結果、長時間労働発生に関する認識に荷主と運送事業者間で差があること、その一方で、長時間労働の改善に対する
ニーズには共通項が あることなどが確認された。

・認識の隔たりを無くすため、荷主および運送事業者に本調査結果の情報提供等を行う。

○ガイドラインを活用して取り組んでいる事例の紹介
・ヒアリング調査において、改善の途上ではあるが、ガイドラインを参考にして取り組んでいる事例が確認された。
・一方、アンケート調査の結果では、ガイドラインの認知度が低いことが確認されたため、当該事例を「ガイドラインを活用して取り組ん
でいる事例」として紹介する。

〇業務効率化・経営力強化に資するシステム導入にかかる各種支援事業の周知
・ヒアリング調査において、車両受付システムの導入およびバース予約システム導入の検討がされていることが確認された。
・上記のような業務効率化・経営力強化に資するシステムの導入は、長時間労働の是正や労働環境改善に有効であるため、導入にあたって
は各種支援事業（例：テールゲートリフター等導入等支援事業など）が活用できることを周知する。

〇周知方法
・上記をリーフレット形式にして作成し、各種事業者説明会および荷主に対する働きかけ等を行う際に配布する。

② 適正取引・労働環境改善に寄与する制度等の周知および導入促進に取り組む。

〇取引環境適正化に向けた各種制度等の周知
・引き続き、標準的な運賃制度、「ホワイト物流」推進運動等の更なる促進を目的とした周知活動に取り組む。

〇周知方法
・本協議会の枠組みを活用して周知する。
・各種事業者説明会で情報提供を行う。

今後の対応の方向性
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工程表（案）【協議事項】
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